
○
総
務
省
令
第
三
十
二
号 

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
に

規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
第
四
条
各
号
及
び
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
の

処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政

令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
第
四
条
各
号
及
び
第
七
条
第
二
号
に
規
定

す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省
令 

 

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標

準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
令
・
総
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
定
め
る
命
令
（
令
和
四
年
デ
ジ

タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
一
号
）
第
四
条
各
号
及
び
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
戸

籍
附
票
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
能
等
（
法
第
五
条
第
二
項

第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
標
準
化
基
準
（
法
第
五
条
第
二
項

第
四
号
に
規
定
す
る
標
準
化
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

一　

機
能
要
件
の
標
準　

機
能
等
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た
め
の
統
一
的
な
基
準
を
定
め
る
べ

　
　

き
情
報
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
関
し
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
第
四
条
に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。 

　

二　

帳
票
要
件
の
標
準　

機
能
等
の
う
ち
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
第
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
出
力
す
る
書
面
の
様
式
に
関
し
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
第
五
条
に
規
定



す
る
事
項
を
い
う
。 

　

三　

実
装
区
分　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
必
ず
実
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
能
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

　
　

ム
に
実
装
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
当
該
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
事
業
者
が
判
断
す
る
機
能
又
は
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

　
　

テ
ム
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
の
別
を
い
う
。 

　

四　

適
合
基
準
日　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
標
準
化
基
準
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
を
い
う
。
こ
の

　
　

場
合
に
お
い
て
、
当
該
日
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
日
以
降
引
き
続
き
適
合
す
る

　
　

こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
の
構
成
） 

第
三
条　

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
は
、
次
条
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
及
び

　

第
五
条
で
定
め
る
帳
票
要
件
の
標
準
で
構
成
す
る
。 

　

（
機
能
要
件
の
標
準
） 

第
四
条　

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に

　

つ
い
て
は
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 



　

一　

戸
籍
の
附
票
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
戸
籍
の
附
票
の
記
載
事
項
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票

の
記
載
事
項
の
特
例
等
に
関
す
る
事
項
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の
除
票
の
記
載
事
項
そ
の
他

の
戸
籍
の
附
票
に
関
し
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
異
動
履
歴
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
に
記
録

さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、
同
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
戸
籍
の
附
票
の
記
載
等
に
関
し
必
要
な
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
そ
の
他
の
情
報
の
入
力
、
蓄
積
、
編
集
、
加
工
、
修
正
、
更
新
、
検
索
、
消
去
、
出
力
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
処
理

に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

二　

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条

第
六
項
の
規
定
そ
の
他
の
同
法
の
規
定
に
基
づ
き
請
求
又
は
申
出
を
拒
む
場
合
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

三　

住
民
基
本
台
帳
法
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
交
付
並
び

に
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
通
知
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

四　

統
計
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 



　

五　

独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地

方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用

性
の
確
保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令
（
令
和
八
年

デ
ジ
タ
ル
庁
・
総
務
省
令
第
八
号
）
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
独
自
施
策
シ
ス
テ
ム
等
を
い
う
。
）
及
び
外
部
シ
ス
テ

ム
（
同
条
第
八
号
に
規
定
す
る
外
部
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
と
の
連
携
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

六　

戸
籍
の
附
票
デ
ー
タ
、
異
動
履
歴
デ
ー
タ
そ
の
他
の
情
報
に
つ
い
て
一
括
し
て
処
理
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

（
帳
票
要
件
の
標
準
） 

第
五
条　

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
の
帳
票
要
件
の
標
準
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

別
記
様
式
に
従
い
出
力
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に
つ
い
て
は
総
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
。 

　

一　

戸
籍
の
附
票
の
写
し 

　

二　

戸
籍
の
附
票
の
除
票
の
写
し 



　

三　

在
外
選
挙
人
名
簿
及
び
在
外
投
票
人
名
簿
登
録
者
の
戸
籍
又
は
戸
籍
の
附
票
の
変
更
通
知
書 

　

四　

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
書
面 

　

（
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
） 

第
六
条　

戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
は
、
前
二
条
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
と

し
て
定
め
る
も
の
並
び
に
前
二
条
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
定
め
る
も
の
以
外
は
、
実
装
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
機
能
要
件
の
標
準
及
び
帳
票
要
件
の
標
準
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
降
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
要
件
の
標
準
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
帳
票
要
件
の
標
準
に
適
合



す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体
の
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
能
要
件
の
標
準
又

は
帳
票
要
件
の
標
準
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
地
方
公
共
団
体
で
、
施
行
日
以
降
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
を
有
す
る
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体

に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。　

 

　

（
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
で
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
要
件

の
標
準
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
帳
票
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公

共
団
体
の
戸
籍
附
票
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。



様式第一号（第五条第一号関係）

【備考】

■編製年月日：　年　月　日

（以下余白）

この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。

【 住 定 日 】

令和　年　月　日

【 住 所 】

【 生 年 月 日 】 【 性 別 】

【 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 市 町 村 名 】

【 在 外 投 票 人 名 簿 登 録 市 町 村 名 】

【 住 民 票 コ ー ド 】

本 籍

氏 名

附 票 に 記 載 さ れ て い る 者
【 氏 名 】

【 氏 名 の 振 り 仮 名 】



様式第二号（第五条第二号関係）

■除票となった旨及び日付：　年　月　日異動（　　）（　年　月　日職権）

【備考】

■編製年月日：　年　月　日

（以下余白）

 この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。

除　　　　票

【 生 年 月 日 】

本 籍

氏 名

【 性 別 】

附 票 に 記 載 さ れ て い る 者

【 氏 名 の 振 り 仮 名 】

【 氏 名 】

消　　除

令和　年　月　日

【 住 所 】

【 住 定 日 】

【 住 民 票 コ ー ド 】

【 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 市 町 村 名 】

【 在 外 投 票 人 名 簿 登 録 市 町 村 名 】



様式第三号（第五条第三号関係）

第　　　 号

令和　年　月　日

宛先

下記のとおり

異動がありましたので通知いたします。

異動事由 異動日

氏名 旧 振り仮名 旧

新 新

生年月日 旧 性別 旧

新 新

1 住所 旧

新

本籍 旧

新

異動事由 異動日

氏名 旧 振り仮名 旧

新 新

生年月日 旧 性別 旧

2 新 新

住所 旧

新

本籍 旧

新

お問合せ先

〒

TEL

在外選挙人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更等について（通知）




